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等について（通知） 

 

 

標記について、週休２日制工事の試行について（防整施第６４１９号。３０．４．２

０）別紙「週休２日制工事の試行実施要領」の５、７及び９の整備計画局施設技術管理

官の別に示す事項を別紙のとおり定め、平成３０年４月２０日以降に入札公告を行う建

設工事について適用することとしたので、通知する。 

なお、週休２日制工事の試行における工期の設定、工事費の補正、工事成績評定等に

ついて（防整技第１５５２１号。２９．１０．２４）は平成３０年４月１９日限りで廃

止する。 
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別紙 

 

 

週休２日制工事の試行における工期の設定、工事費の補正、工事成績評定 

等について 

 

 

１ 工期の設定 

発注者指定型における各建設工事に係る工期の設定は、以下に留意して行うものと 

する。 

（１）工期設定の検討方法 

（一社）日本建設業連合会の建築工事適正工期算定プログラム等の各種プログラ

ムを利用する場合は、過去の類似工事実績と比較して工期が妥当であることを確認

し、当該工事の特性を踏まえ必要に応じ修正するものとする。 

なお、プログラムについては常に最新のバージョンを使用すること。 

（２）適切な作業及び施工期間の設定 

工期の設定に当たっては、計画通知等の許可申請、施工準備、各施工段階、各種

検査、後片付け及び清掃期間等のクリティカルとなる期間を適切に見込むものとす

る。 

なお、施工準備期間は、工事の特性及び実績を勘案し、９０日間を最大として、

必要な日数を設定する。また、施工終了後の期間は２０日間を最大として必要な日

数を設定する。 

（３）標準作業日数の算出 

土木工事における工事工程の作成に当たっては、標準歩掛等による作業日当たり

標準作業量を参考に設定する。 

（４）作業不能日数を踏まえた施工期間の算出 

建築・設備工事については、躯体工事までの各施工日数に雨休率※０．７を乗じた

日数を加算するものとする。また、降雪、出水期等の作業不能日は別途加算するも

のとする。 

土木工事については、（３）により算出した施工に必要な標準作業日数に雨休率※ 

０．７を乗じた日数を加算する。また、降雪及び出水期等の作業不能日は別途加算

するものとする。 
※
雨休率とは、降雨日に土・日曜日、祝日、年末年始及び夏季休暇を加えた数値 

（５）後工程への配慮 

内装工事、設備工事、舗装工事等の後工程についても適切な施工期間を設定し、

全体のしわ寄せをしないよう配慮する。 

 

２ 工事費の補正 

（１） 積算方法（発注者指定型） 

ア 建築・設備工事 

当初の予定価格から、下表の労務費（工事費の積算に用いる複合単価、市場単



 

 

価及び物価資料の掲載価格（材工単価））の労務費）を補正し工事費を積算する。 

また、交通誘導警備員等の労務単価についても同様に補正する。 

なお、施工後の現場閉所の達成状況を確認し、４週８休に満たない場合は、当

初補正分を減額して請負代金額の変更を行うものとする。 

 

労務費 

（複合単価） 

市場単価等 

１．０５ 付紙 

イ 土木工事 

当初の予定価格から、下表の労務費等を補正し工事費を積算する。 

また、交通誘導警備員等の労務単価についても同様に補正する。ただし、市場

単価については、労務費の補正の対象としない。 

なお、施工後の現場閉所の達成状況を確認し、４週８休に満たない場合は、当

初補正分を減額して請負代金額の変更を行うものとする。 

 

労務費 機械経費（賃料） 共通仮設費率 現場管理費率 

１．０５ １．０４ １．０４ １．０５ 

（２） 積算方法（受注者希望型） 

ア 建築・設備工事 

   現場閉所の状況を確認後、あらかじめ契約図書に示された下表の現場閉所状況

に応じて、労務費（工事の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載

価格（材工単価））の労務費）を補正し請負代金額の変更を行うものとする。 

また、交通誘導警備員等の労務単価についても同様に補正する。 

なお、工事着手前に週休２日に係る協議が整わなかったものは、補正の対象と

しない。 

 

現場閉所状況 労務費 市場単価

等 

備  考 

４週８休以上 １．０５   

 

付紙 

現場閉所率（２８．５％（８日/２８日）以上） 

４週７休以上８

休未満 

１．０３ 現場閉所率（２５％（７日/２８日）以上２８．５％未

満） 

４週６休以上７

休未満 

１．０１ 現場閉所率（２１．４％（６日/２８日）以上２５％未

満） 

イ 土木工事 

現場閉所の状況を確認後、あらかじめ契約図書に示された下表の現場閉所状況

に応じて、労務費等を補正し請負代金額の変更を行うものとする。 

また、交通誘導警備員等の労務単価についても同様に補正する。ただし、市場

単価については、労務費の補正の対象としない。 

なお、工事着手前に週休２日に係る協議が整わなかったものは、補正の対象と



 

 

しない。 

 

現場閉所状況 労務費 
機械経費

（賃料） 

共通仮設費

率 

現場管理費

率 
備  考 

４週８休以上 １．０５ １．０４ １．０４ １．０５ 現場閉所率（２８．５％（８

日/２８日）以上） 

４週７休以上

８休未満 

１．０３ １．０３ １．０３ １．０４ 現場閉所率（２５％（７日/２

８日）以上２８．５％未満） 

４週６休以上

７休未満 

１．０１ １．０１ １．０１ １．０２ 現場閉所率（２１．４％（６

日/２８日）以上２５％未満） 

 

３ 工事成績評定 

週休２日を達成できた場合は、工事成績評定要領について（防整技第７１６０号。

２８．３．３１）の施工体制、施工状況について、週休２日制工事の取り組み状況を

適正に評価し加点するものとする。また、同要領「付紙第１」「属紙第１－１考査項目

別運用表（公共建築工事）」及び「付紙第５」「属紙第１－２考査項目別運用表（土木

工事）」の２．施工状況Ⅱ．工程管理のその他については、評価対象として加点し、理

由欄には「週休２日制の達成」を記入するものとする。 

なお、週休２日制を達成できなかった場合は、評価対象とするが、加点は行わない

ものとする。 

 

４ その他 

（１）工事特記仕様書への記載 

工事特記仕様書には、以下を記載するものとする。 

〇１ 本工事は、建設工事おける週休２日制の試行対象工事である。 

 

２ 週休２日の考え方 

（１）現場施工期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められること

（年末年始６日間と夏季休暇３日間は除く。）。 

（２）現場施工期間内には、工事着手日から工事完成日までの期間のうち工場製作

のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀な

くされる期間などは含まない。 

（３）４週８休以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所

率」という。）が、２８．５％（８日/２８日）以上の水準に達する状態をい

う。  

 なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に

含めるものとする。 

（４）現場閉所日数とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を

行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事



 

 

務所が閉所された状態をいう。 

 

３ 総合工事工程表の作成 

受注者は、発注時の設計図書や発注者から明示される事項を踏まえ、総合工程

表を作成する。 

総合工事工程表を作成するに当たっては、当該工事の規模及び難易度、地域の

実情、自然条件、工事内容、施工条件等のほか、建設工事に従事する者の週休２

日の確保等、下記の条件を適切に考慮する。 

（１）建設工事に従事する者の休日（週休２日に加え、祝日、年末年始及び夏季休

暇）の確保 

（２）建設業者が施工に先立って行う労務・資機材の調達、調査・測量、現場事務

所の設置等の「施工準備期間」 

（３）施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の「後片付け期間」 

（４）降雨日、降雪・出水期等の作業不能日数 

 

４ 工事工程の共有 

（１）試行工事において、受発注者間で工事工程のクリティカルパスを共有し、工

程に影響する事項がある場合には、その事項の処理対応者を明確にするものと

する。 

（２）円滑な協議を行うため、施工当初において工事工程（特にクリティカルパ

ス）と関連する案件の処理期限（誰がいつまでに処理し、どの作業と関連するの

か）について、受発注者で共有するものとする。 

（３）工事工程の共有に当たっては、必要に応じて下請け業者（専門工事業者等の

技術者等）を含めるなど、共有する工程が現場実態にあったものとなるよう配

慮するものとする。 

（４）工程に変更が生じた場合には、その要因と変更後の工事工程について受発注

者間で共有すること。また、工程の変更理由が受注者の責によらない場合は、

適切に工期の変更を行うものとする。 

    

５ 現場閉所の達成状況及び精査 

（１）発注者指定型の場合 

現場閉所の達成状況が４週８休に満たない場合は、請負代金額のうち建築・

設備工事については労務費、土木工事については各諸経費の補正分を減額して

請負代金額の変更を行うものとする。（労務費及び各諸経費の補正分は現場説明

書による。） 

（２）受注者希望型の場合 

現場閉所の達成状況に応じ、請負代金額のうち労務費等の補正分を増額して

請負代金額の変更を行うものとする。（労務費等の補正分は現場説明書によ

る。） 



 

 

なお、４週６休に満たない場合は、変更の対象としない。 

 

６ アンケート調査 

試行対象工事においては、週休２日の達成状況や達成できなかった場合の要因

を把握するため、別途アンケート調査を行うので協力するものとする（受注者希

望型における週休２日の実施を希望しない受注者については、希望しない理由を

把握する。）。 

 

 

（２）疑義等 

本通知に関する疑義等については、整備計画局施設技術管理官（各技術班）と協

議するものとする。 

 

  


